
自動車等の保管又は解体※の用に供する施設のうち、塀、垣、柵、コンテナ
その他これらに類する囲いであって、みだりに人が立ち入るのを防止すること
ができるものが当該施設の周囲に設けられたものをいいます。

ヤードにおける盗難自動車等の保管及び解体の状況に鑑み、県内のヤードに
おける自動車等の適正な取扱いを確保するために必要な規制を行うことにより、
自動車等の盗難の防止を図り、もって県民の平穏な生活の確保に資することを
目的としています。

条 例 の 目 的

ヤ ー ド と は

※ 「自動車等の保管又は解体」の例

自動車の保管・解体 エンジン等の分離・保管

バイクの保管・解体 自転車の保管・解体

ヤー ド （イメージ）

Regulation to maintain proper handling of automobiles at yards in Saitama Prefecture
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県内のヤードでヤード内自動車等関連事業を行おうとする場合は、ヤードご
とに、事前に埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。
この条例の施行の際、ヤード内自動車等関連事業を行っている場合も、令和

２年９月30日までに埼玉県公安委員会に届け出なければなりません。

ヤード内自動車等関連事業（ヤードにおいて行う自動車等の保管又は解体で
あって、輸出、譲渡又は引渡しを目的とするもの）です。

自動車等＊1（自動車、原動機付自転車、自転車及び自動車部品＊2）をいい
ます。

規 制 対 象 物 品

規 制 対 象 行 為

届 出

● この条例は、
・ 地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業者が特定整備として行う自動車の保管又は解
体

・ 市町村が撤去した放置自転車等の保管
については適用されません。

● この条例は、
・ 地方運輸局長から認証を受けた自動車特定整備事業者が特定整備として行う自動車の保管又は解
体

・ 市町村が撤去した放置自転車等の保管
については適用されません。

● この規定は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する引取業者、フロン類回収業者、解
体業者又は破砕業者（関連事業者）については適用されません。

● 届出書への記載事項は、ヤード内自動車等関連事業を行おうとする者の氏名、住所、ヤードの所在
地及び規模・設備等です。

● 届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、埼玉県公
安委員会にその旨を届け出なければなりません。

● 届出書の受付窓口は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

（届出、変更届出、休止・廃止等届出については、届出者の負担軽減のため、電子申請の導入を予定し
ています。）

● この規定は、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する引取業者、フロン類回収業者、解
体業者又は破砕業者（関連事業者）については適用されません。

● 届出書への記載事項は、ヤード内自動車等関連事業を行おうとする者の氏名、住所、ヤードの所在
地及び規模・設備等です。

● 届出事項に変更があった場合や、ヤード内自動車等関連事業を休止、廃止等した場合は、埼玉県公
安委員会にその旨を届け出なければなりません。

● 届出書の受付窓口は、ヤードの所在地を管轄する警察署の生活安全課です。

（届出、変更届出、休止・廃止等届出については、届出者の負担軽減のため、電子申請の導入を予定し
ています。）

＊１ 詳細は、埼玉県公安委員会規則で定めています。
＊２ エンジン、トランスミッション、サスペンション等をいいます。
＊１ 詳細は、埼玉県公安委員会規則で定めています。
＊２ エンジン、トランスミッション、サスペンション等をいいます。

罰 則罰 則

● ヤード内自動車等関連事業に係る届出をせず、又は虚偽の届出をしてヤード内自動車
等関連事業を行った者
➣ ３か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
● 届出に係る事項の変更等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者
➣ 30万円以下の罰金



ヤード内自動車等関連事業者は、ヤードごとに当該ヤードにおける業務に従
事する者の氏名、住所等を記載した名簿を備え付けなければなりません。

ヤード内自動車等関連事業者は、ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等
を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、自動車等の品
目及び数量並びに相手方の氏名、住所等の記録（取引記録）を作成し、３年間
保存しなければなりません。

ヤード内自動車等関連事業を行う者（ヤード内自動車等関連事業者）は、
ヤード内自動車等関連事業に係る自動車等を受け取ろうとする場合には、当該
自動車等を引き渡そうとする者（相手方）の氏名、住所等を確認しなければな
りません。

相 手 方 の 確 認

● 相手方の氏名、住所等の確認は、身分証明書、運転免許証等の原本の提示を受けなければなりませ
ん。

● この規定は、
・ 使用済自動車を引き取らなければならない場合等における関連事業者が情報管理センターに報告
した事項

・ 古物商が、古物営業法の規定により相手方の真偽を確認するためにとった措置
については適用されません。

● 相手方の氏名、住所等の確認は、身分証明書、運転免許証等の原本の提示を受けなければなりませ
ん。

● この規定は、
・ 使用済自動車を引き取らなければならない場合等における関連事業者が情報管理センターに報告
した事項

・ 古物商が、古物営業法の規定により相手方の真偽を確認するためにとった措置
については適用されません。

記 録 の 作 成 等

● この規定は、
・ 使用済自動車を引き取らなければならない場合又は引き渡さなければならない場合等における関
連事業者が情報管理センターに報告した事項

・ 古物商が、古物営業法の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をした事項
については適用されません。

● この規定は、
・ 使用済自動車を引き取らなければならない場合又は引き渡さなければならない場合等における関
連事業者が情報管理センターに報告した事項

・ 古物商が、古物営業法の規定により帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をした事項
については適用されません。

● 取引記録を作成せず、若しくは虚偽の取引記録を作成し、又は保存をしなかった者
➣ ３か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

罰 則罰 則

従事者名簿の備付け

● 名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
➣ 20万円以下の罰金

罰 則罰 則



警察職員は、必要により、ヤード内自動車等関連事業を行っていると認めら
れる者の事務所、ヤードその他の施設に立ち入り、書類その他の物件を検査し、
又は関係者に質問することができます。

届出者は、届出に係るヤードごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称
等を記載した標識を掲示しなければなりません。

立 入 検 査 等

標 識 の 掲 示

● 本条の規定に違反した者
➣ 10万円以下の罰金

● 立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚
偽の答弁をした者
➣ 30万円以下の罰金

お 問 合 せ 先お 問 合 せ 先
埼玉県警察本部生活安全部保安課 ０４８－８３２－０１１０（代表）
最寄りの警察署生活安全課
埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp

罰 則罰 則

罰 則罰 則

適 用 除 外

本条例の規定 自動車特定整備事業者 ※１ 撤去自転車の保管 関連事業者※１ 古物商
届出（第３条第１項）

適用除外 ※２ 適用除外 ※３

適用除外 適用変更等届出（第３条第２項、第３項）
相手方の確認（第４条） 一部適用除外 ※４ 一部適用除外 ※５
盗難自動車等の申告（第５条） 適用 適用除外
記録の作成等（第６条） 一部適用除外 ※４ 一部適用除外 ※６
名簿の備付け（第７条） 適用

適用視認性の確保（第９条）
標識の掲示（第10条） 適用除外
立入検査等（第11条） 適用

※１ 道路運送車両法第78条第４項に規定する自動車特定整備事業者、使用済自動車の再資源化等に関する法律（以下「自動車リサイクル法」と
いう。）第２条第17項に規定する関連事業者をいう。

※２ 特定整備として行う自動車等の保管又は解体（輸出、譲渡し、引渡しを目的とするものに限る。以下「保管又は解体」という。）に限り適用除外。
それ以外の保管又は解体をしようとする場合は、本条例の適用を受けることとなる。

※３ 市町村長が、条例で定めるところにより撤去した自転車等の保管に限り適用除外。
※４ 自動車リサイクル法の規定により使用済自動車を引き取らなければならない場合等における関連事業者が、同法に定める報告をした事項に限り適用
除外。

※５ 古物営業法第15条第１項の規定により、相手方の真偽を確認するために古物商がとった措置に限り適用除外。
※６ 古物営業法第16条の規定により、帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない事項に限り適用除外。

本条例の規定が適用除外される方は、次のとおりです。


